
　　前事業年度における派遣元事業所ごとの派遣労働者１人１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８時間）当たりの賃金の額の平均額

前事業年度における派遣元事業所ごとの派遣労働者１人１日
　　　　　　（８時間）当たりの労働者派遣に関する料金の額の平均額

－

①　令和７年６月３０日付け　派遣労働者数　

②　令和６年度　派遣先事業所数（実数）　　

④　令和６年度（令和６年４月１日～令和７年３月３１日）　派遣労働者の賃金の額の平均額　　

　　　　　３人

　　　　　３事業所

　　　　　３２,９４４円（８時間　全業務平均）

③　令和６年度（令和６年４月１日～令和７年３月３１日）　労働者派遣に関する料金の額の平均額　　

⑤　令和６年度（令和６年４月１日～令和７年３月３０日）　マージン率

⑥　労働者派遣法第３０条の４第１項の労使協定を締結しているか否かの別等

　　　　　　当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲　（　全ての派遣労働者　　　　　　　　　　　　　）

　労働者派遣法第３０条の４第１項の労使協定を

　　　　　３５．０％

　☑　締結している

マージン率 ＝

　　　　　　２１,４０８円（８時間　全業務平均）

　前事業年度における派遣元事業所ごとの派遣労働者１人１日
　　　　　　（８時間）当たりの労働者派遣に関する料金の額の平均額

　　　　　　当該労使協定の有効期間の終期　　　　　　　　 　（　令和９年３月３１日　　　　　　　　　　　　　）

　□　締結していない


